
よくある質問（請求時） 

 

Q1  請求書の記入について 

A   請求書は申請者本人の署名または記名押印が必要となります。 

印字のみで押印がないもの、原本コピーしたもの等は不可となります。 

署名または記名押印いただいた原本を提出ください。 

請求金額は押印の有無に関わらず訂正できません。 

 

Q2  電子での交付請求について 

A   マイナンバーカードをお持ちの場合、四日市市電子申請システムからオンラインで請求することが可能で

す。詳細につきましてはホームページの当補助金の募集ページをご覧ください。 


